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特別管理産業廃棄物処理計画書

2025年4月10日

広島市中区本川町1-4-3

病院長　宮本　勝也

④特別管理産業廃棄物
  の一連の処理の工程

1.病院内の感染性廃棄物は外来、病棟、手術室、検査室、薬剤科と
各部署ごとに専用容器(20ℓ、50ℓ)に破棄し保管している。
2.容器は清掃委託業務が定時回収し、感染性廃棄物倉庫にて保管す
る。
3.毎週火曜、金曜に運搬委託業者にて回収し、処分場へ運搬してい
る。

2025/4/1～2026/3/31

①事　業　の　種　類 医療業

②事　業　の　規　模 200

③従　 業　 員 　数 308

 計　　画　　期　　間

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

 事　業　場　の　名　称 国家公務員共済組合連合会　広島記念病院

 事 業 場 の 所 在 地 広島市中区本川町1-4-3



別紙４

2024 年度）実績量
2025 年度）計画量

　 単位：トン／年 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2

175 170 175 170 175 170

176.3 171.2 0 0 0 0 0 0 0 0 176.3 171.2 176.3 171.2 0 0 0 0 0 0

　 ※上記に分類できない特別管理産業廃棄物がある場合に限り、空欄へその特別管理産業廃棄物の具体的な名称を記入してください。

廃酸（金属を含むもの）

176.3

合計

廃アルカリ（金属を含むもの）

特

定

有

害

産

業

廃

棄

物

PCB汚染物

PCB処理物

指定下水汚泥

鉱さい

廃石綿等

汚泥（金属を含むもの）

燃え殻

廃油（金属を含むもの）

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

廃PCB等

排出抑制に関する事項

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

ばいじん

（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

認定熱回収業者への
処理委託量

現状：前年度（
計画：今年度（

廃油

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

全処理委託量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら行う再生利用に関する事項 自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項

排出量
認定熱回収業者以外の熱回収

を行う業者への処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量



別紙５（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

１　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等）

２　特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　

提出済み書類参照

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

感染性廃棄物容器への一般ごみ混入の注意喚起

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

注意喚起の継続
張り紙での意識向上

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様式
で作成したものでも提出可能です。



３　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

４　自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

５　自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（分別している特別管理産業廃棄物
の
　　　種類及び分別に関する取組）

業務改善等で病棟職員への注意喚起

　　②計画
　　（今後、分別する予定の特別管理産
業
　　廃棄物の種類及び分別に関する取
組）

看護部と検討中

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）



６　自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

７　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

8　電子情報処理組織の使用に関する事項

ｔ
　　①特別管理産業廃棄物排出量
　　(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

検討中

　　②今後実施する予定の取組等

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

電子マニフェスト使用にて数量把握

176.3






























